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第１回笠間市立病院のあり方に関する検討委員会意見要旨【平成 19 年 7 月 5 日開催】 

 

内容別分類 

 

１．委員会の運営について 

 

 スケジュールについて平成 20 年度に動かすとすると，予算が関係するが，その場合，11 月

下旬の中間報告までに意見をまとめるということか。 

 

場合によってはそうなります。 

基本方針に経営形態について具体的例示があるが，廃止等とある「等」の中に，現状維持も

含まれるのか。 

 

「等」の中に想定しているものは特になく，具体例以外に何かあればとの意味です。 

ある程度病院を改革すれば，今のままということもありえるのか。 

 

今後の当委員会における検討結果についてのことなので，なんともいえません。 

経営形態の見直し「縮小，指定管理者，民間移譲，廃止，何らかの考えられる見直し」とい

うことで進める。 

市立病院をそのまま続けていいか，市立病院の働きがどういうものがあるか，議論を分ける

べき。赤字だから問題，黒字ならそのままでいいのか。 

 

議論の入り口は健全経営として，その中でどうあるべきか検討していただくということです。

基本方針の中で片方は地域医療の価値を，片方は自治体病院のあり方という二つのバランス

で考えるということですね。 

 

２．市立病院の医療について 

 

施設の全面改築から 30 年経過しているが，更新期になっていないのか。 

 

現在，大きな修繕等を必要とするところはありません。 

病院の理念は何時つくられたものか。 

 

平成 15 年に現院長が院長代理となったとき作成したものです。 

理念は患者から見えるところに掲げているか。 

 

見えるところに掲げるとともに，患者が持ち帰れるようパンフレットをおいています。 
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医師２名のうち，県からの派遣１名という意味は。 

 

院長の他，自治医大の卒業生で県の職員として義務年限の範囲で来ている先生です。 

職員数は常勤のみで，非常勤職員の常勤換算はしていないと思うが，常勤換算すればもうす

こし数がいるということか。 

 

そうです。 

決算状況の医業外収益６千７百万は，収益と比べると高いが，何が入っているのか。 

 

全額ではないが，一般会計の繰入金です。 

一定の算定基準に基づくと５千７百万ということか。 

 

ここは運営補助なので基準額はありません。 

額の年による増減は考え方があってか，赤字額か。 

 

そのときの財政状況によってです。 

入院患者が２倍になると収益も２倍になり，黒字化するのか。 

 

患者が増えると費用もふえるので，収益も２倍とはならないです。 

１００円稼ぐのに１２３円使っている状態。看護基準は入院患者数を根拠に算定されるので，

患者数が減れば基準を減らせると思うがどうか。 

 

一人の看護師の夜勤の時間数が月７２時間以内とある関係でこうなっています。 

夜勤のために一人の夜勤で制約されると，昼間は入院患者に対して看護師は多いということ

か。 

 

平均１２名の入院患者の時も病棟に昼間の日勤帯の看護師は４人います。 

平均在院日数がすごく短いが，病気の種類はどんなものか。 

 

後期高齢者が多いので感染症などや検査入院です。また，基本的に在宅や施設に移れる状態

になれば移すという方針でやっています。 

患者を在宅や施設にうまく送れているという地域との連携ができているということか。 

 

入院した時点で退院後の行き先の話をしています。 

模範的な診療，すごくいい事例ではないかと思う。 

検査については，どの程度やっているのか。 

 

週２日検査日を設け，週一回として内視鏡がカメラで４～５件，超音波も４～５件，大腸が

１～２件，午前中から遅くなる場合１３時ぐらいまで。設備の関係で各検査を交互に行うなど
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しています。ＣＴについては一日３～４件程度です。 

 

外来の合間などにもできると思うが。 

 

すぐに結果が見たいという患者には診療の合間に超音波検査を行ったりしています。 

 

高齢者の大腸カメラ検査の場合，ポリープなどは痛めるケースがあると思うので，前日入院

だけでなく当日も入院させたほうがいいのでは。 

 

大きなポリープをとった場合には当日入院もあります。 

３０床程度の公立病院としては周辺の医療機関と競り合うんではなく，小回りのきく予防医

療や窓口病院としての診療業務をしっかりやることが大事だと思う。また，介護難民といわれ

る人が多く出てきている中，耳にするのは介護を受ける方やその家族などは医療と縁が切れる

のが一番不安だという。高齢者が増える中，在宅介護の支援としての訪問診療の部分は病院の

役割としても非常に重くなってくるんではないか。 

退院前のケアカンファランスで，病院の主治医が家まで行くというのは非効率だと思うが。

訪問看護との連携についてはどうか。 

 

医師も複数いるので非効率だとはあまり感じていません。退院前のケアカンファランスに訪

問看護師も来てもらい，情報として写真などにより症状の説明をしている。 

訪問看護師への指示は病院のドクターがだすのか。 

 

訪問看護指示書により行っているが連絡がうまくいっていないなど，限界を感じるところは

あります。ただ異常時は様々な方法で主に訪問看護師側から情報をもらっています。２４時間

対応の訪問看護師は大変ありがたいと思っています。 

基準看護が１５対１で平均在院日数が短いとなると，少し上のランクを取れそうだと思うが

どうか。 

在院日数によれば急性期の病院のようだが，実際は高齢者が多いことは，在宅とキャッチボ

ールをしている患者層かという気がする。 

 

在宅でちょっと具合が悪くなると短期間入院して帰るという方が一番多い。ある程度長くな

る方も３ヶ月は超えないで在宅か施設かに移ってもらっている。 

１５対１という看護基準は，一般の医療機関では容認しないと思う。 

市立病院の数字をみると，民間の医療機関へ勤める看護師の給料体系と比較してどのぐらい

違うのか。月給というかたちにとらわれず，年俸額で考えた場合にどうか。 

 

高いです。 

 

一般論としては，医者は民間の方が高く，看護師は公的なほうが高く，准看はさらに高く，
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事務はもっと公的が高い。医療の専門性が低い職種ほど公的病院のほうが高い構造となってい

る。医者は圧倒的に民間のほうが高い。 

一般会計がついているかぎり，かえってややこしくしている。総務省は公営企業法全部適用

制度，指定管理者制度，地方独立行政法人法の制定と様々な制度を用意しています。市立病院

の取るべき選択肢は多々あるということです。スタッフの病院に対する帰属意識はどうか。 

 

危機意識もあることから積極的に改善に取り組む姿勢，院長の考えをできるだけ反映してく

れるよう動いてくれています。しかし，勉強会で定期的に看護師からの発表があるところまで

は至っていません。昼間の看護師が多いという話があったが，病院の看護師が昼間に訪問看護

を行えば，解消できる可能性もあると思います。 

医師を除いた現状の給料体系では，どんなことをしても経営健全化は難しい。小山のあるク

リニックでは家庭に介護力があるという前提で，８０人から１００人の在宅の患者をみていま

す。諏訪中央病院では在宅医療とか訪問看護を始めたのは，看護部が自分の病院に入った高齢

者が退院しどう暮らしているかが気になり，自分たちで始めました。帰属意識というのは，家

庭は大事にするが病院は時間から時間まで勤務して終わりという状況がある中で，今の時代に

病院は経営できません。 

 

現在のスタッフのモラルを高めて，もっとやれる可能性があると。経営形態の見直しに逃げ

るんではなく，現在のポテンシャルを活かしきってないんじゃないかということか。 

 

長い間の安寧の中にいるので，それは無理だと思う。そこで難しいということを考えたとき

にどうするんだと，そのときに経営形態の話が出て，それでどういう経過をたどるか，という

ことになると思う。 

給料に関しては市の給与体系を基準と考えなければならない。市の職員が人事異動を２～３

年で繰り返すのは役所の仕組みであるが，専門職という問題もあり，長くいれば１０対１にも

できると思う。 

市民の期待や要望も含め，市民病院としてどのような役割があるかを固めて，その次に経営

をどうするのかという気がする。例えば保健活動に力を入れるなら，保健センターと併せ実験

的に検診と人間ドックと検診後のフォローをするような，それらを全部請け負うような方向転

換もあると感じている。 

 

保健センターなどと医療機関が結びついた第三の道が存在すると思います。 

市の基本構想の中で地域の医療体制の一層の充実を図るとの市の姿勢が示されている。また，

自治体病院の場合，不採算だからやらないというわけにはいかない。一方で自治体病院は行政

の執行部と現場と議会が入る中で，方向性が一つにならない。議会では赤字の話しか出てこな

いことから，病院の士気にも影響し，医師の招聘もうまくいかず，結果として体制が整わず患

者の足も遠のくという悪循環を繰り返す。小規模な自治体病院の場合こういう傾向がある。 

 

何が不採算医療なのかという問題があります。一市民とすれば時間外の飛び込み，駆け込み

寺のようなことを一人の医師に２４時間３５６日やってほしいというのは不可能なことです。
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市立病院もかかりつけの患者には夜や休日でも電話一本で相談に応じている。数字をみると

不採算だが，体制が整えばむしろ広げて電話を受けられるようになればと思う。これは住民の

わがままだが，そうすれば市立病院はたよりになるということになると思う。 

 

３．市の医療環境について 

 

在宅の問題に医師会の先生方や病院の経営者がどの程度取り組んでいるのか 

 

訪問診療は介護保険なのか医療保険なのか，あいまいな部分で普通行っていますが，資料の

３箇所だけでなくもっと数多くで行っています。また訪問診療の医師が不在の時は，代理の医

師を頼んだりと，個人的にはやっております。医療と離れるという意味では一番多いのは県立

中央病院かもしれない。在院日数何日だから医者みつけて帰りなさいという医療機関としては。

他の医療機関ではないと思います。 

電話相談というのは本当に大事なことだが，医師会はどのような対応をしているのかも問わ

れる。 

 

電話相談は医師会の各医療機関でもほとんど同じようなことをやっていると思う。ただ，中

には診療所と自宅が別で夜間など対応していないところもある。 

 

そういう意味で２４時間対応型の在宅療養支援診療所がつくられたんだと思う。 

 

４．市の姿勢について 

 

市の行政的視点としては，基幹病院が入院日数の制限，収益を落とせないということで早期

に退院させる患者を，医師会の先生方は順調に受け入れているということでしょうか。市民が

住みなれた自宅や地域で人生をまっとうすることが実現できている地域でしょうか，この市は。

 

病診連携事業で県立中央病院と医師会とはやっていますが，この地域はかなりうまくいって

いると思います。 



平成 19 年 8 月 23 日 

行 革 推 進 課 

 - 6 -

医師会のうまくいっているという評価に対し，住民と医師会のギャップは行政としてはない

と思っているのか。この地域の高齢の患者が，在宅から施設へとなったときに，経済的にも安

心して移行できるのか。防衛体制が行政としても重要なのではないか。また，なにか調査した

ことが行政としてあるのか。 

 

国の情勢が明らかに切り捨ての方向に行く中で，自分たちの問題としてどのように考えてい

るか。今後の自治行政は教育と高齢者福祉の問題が大切な二本柱だと思う。医師会の先生方は

無理してまで在宅医療をやる方は数少ない。夜間診療を断ったりしています。どこに住民のニ

ーズがあるのかという調査をしていただきたいと希望します。 

 

調査については次回までに確認させていただきます。 

東北地方の金ヶ崎町において，総務省のアドバイザーに従って，病院を有床の診療所にした

が，なかなかおいつかないということで，今度は無床の診療所にした。しかし現在は高齢者を

含めたプアー家族をどうするのかというのが行政テーマになりつつあるとのこと。国民年金を

受給する核家族の高齢者を，いやおうなしに見つめざるをえなくなってきたとのこと。これら

について，行政側は財政が苦しい中どのように考えているか聞きたい。 

市立病院が行っている訪問診療は，何人かの人ですが大変助かっているとありがたがってい

ます。電話一本でいろいろ教えてもらえるとか，苦しい中での在宅介護だが，それが救いだと

いっています。採算でどうかというと難しい面もあるが，特異な施設としてそういうものを取

り組んでいくということもある。 

自治体病院を見ていくと一般会計が病院経営を毒している面が多々みられる。それで少し切

り離すということで地方独立行政法人，非公務員型という話が出てきた。そういうところを改

めていけるのか，改めないでもめんどくさいから，ばさっと切ってしまうのか。どうして病院

経営という問題を自治体が解決できないのか疑問に思う。開示義務があることから民間以上に

透明性の高い経営ができるはずである。そういうことが医師を含め医療スタッフのモチベーシ

ョンを上げていくわけです。病院が悪いわけではなく病院をここまで追い込んだ自治体の変化

に対する鈍磨した感覚が病院経営に集約されてきていると思う。 

行革はプレイヤー（現場）を非難してやってきているが，本当はベンチ（一般会計）の責任

だと思う。経営を考えるんであれば，この二つを公平にみて経営の見直しを考えていくことだ

と思う。 

意見まとめ 

 原則論として市立病院の意義は一つの大きなポイントだと思う。それを明らかにし，次

に経営としては，どんな市立病院を期待するのかだと思うので，それはこれから入る。将

来市立病院の改革の中でどんなパフォーマンスを期待するのかをつめていきたいと思う。

 追加資料の要求 

・ 介護保険事業計画 

・ 在宅介護関係施設の状況 

・ 夜間救急受付件数等 

・ 患者層がわかる資料（在院日数が少ない理由） 
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